
 

 

 
 

 

 
1
月
の
相
談
活
動 

一
般
の
方
か
ら
の
相
談
も
増
え
て
い
ま
す 

申
告
の
準
備
に
合
わ
せ
て
飲
食
店
の
協
力
金
の
相
談
で
例
年
以
上

に
相
談
件
数
が
増
え
ま
し
た
。
営
業
時
間
短
縮
協
力
金
は
大
阪
府
の

感
染
対
策
宣
言
ス
テ
ッ
カ
ー
の
登
録
や
営
業
時
間
短
縮
の
案
内
を
掲

示
す
る
に
あ
た
っ
て
の
必
要
事
項
な
ど
の
相
談
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
会
員
の
み
な
さ
ん
に
も
ご
協
力
い
た
だ
い
た
1
月
の
宣
伝
ビ

ラ
の
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
や
新
聞
折
込
を
見
て
電
話
で
の
相
談
も
数
件
入

り
ま
し
た
。
金
融
関
係
の
相
談
は
コ
ロ
ナ
対
策
の
運
転
資
金
と
事
業

拡
大
の
た
め
の
事
業
資
金
の
両
方
の
相
談
が
入
っ
て
い
ま
す
。
早
く

通
常
の
営
業
に
戻
り
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
収
束
の
目
途
は

ま
だ
見
通
し
が
つ
き
ま
せ
ん
。
当
面
の
運
転
資
金
の
確
保
も
検
討
し

て
く
だ
さ
い
。
国
保
に
つ
い
て
は
会
外
の
方
か
ら
保
険
料
滞
納
の
相

談
が
あ
り
ま
し
た
。
吹
田
市
か
ら
封
書
等
で
案
内
が
届
い
た
と
き
に

は
必
ず
開
封
し
て
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

自主申告 79

源泉 15

その他 2

金融 6

その他 55

記帳 5

10

国保 2

社会保険 1

共済 給付 9

7

191

1月の相談件数

労働保険

社会保障

税金

経営

その他

合計

 

 

集
金
が
事
務
局
に
よ
る
個
別
訪
問
の
会
員
・読
者
の
方
へ 

今
月
は
2
か
月
分
（
2
・
3
月
分
）
の 

集
金
に
ご
協
力
く
だ
さ
い 

毎
年
、
事
務
局
は
確
定
申
告
期
の
2
・
3
月
に
確
定
申
告
作
成

の
支
部
集
会
や
集
団
申
告
の
重
税
反
対
全
国
統
一
行
動
の
準
備
な
ど

で
非
常
に
多
忙
に
な
り
ま
す
。
事
務
局
が
個
別
訪
問
で
集
金
し
て
い

る
会
員
さ
ん
・
読
者
さ
ん
は
2
か
月
分
の
集
金
に
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

伝
言
板 

無
料
法
律
相
談 

2
月
18
日
（
木
）
13
時
00
分 

民
商
会
館 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
さ
ん
の
出
張
相
談
会
で
す
。 

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。
12
日
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

大
阪
府
営
業
時
間
短
縮
協
力
金 

申
請
会 

2
月
22
日
（
月
）
14
時
00
分 

民
商
会
館 

2
月
25
日
（
木
）
14
時
00
分 

民
商
会
館 

今
年
の
申
告
書
作
成
の
支
部
集
会
は 

感
染
症
対
策
の
た
め
予
約
定
員
制
で
す 

再
度
の
商
工
新
聞
の
折
り
込
み
で
申
告
書
作
成
の
支
部
集
会
の
日

程
を
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

今
年
は
地
域
の
公
民
館
や
コ
ミ
セ
ン
な
ど
が
利
用
を
停
止
し
て
い

る
た
め
、
2
月
の
申
告
書
作
成
会
を
民
商
事
務
所
で
開
催
し
た
い
ま

す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策
の
た
め
1
回
あ
た
り
の
定
員
を

15
名
ま
で
と
す
る
こ
と
に
し
、
事
前
に
参
加
予
約
を
お
願
い
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
予
約
は
都
合
上
、
電
話
の
み
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ご
家
族
等
の
同
伴
が
あ
る
場
合
は
そ
の
旨
も
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。
同
伴
は
極
力
少
人
数
で
お
願
い
し
ま
す
。 

電
話
番
号 

06‐

６
３
８
３‐

２
２
１
１ 

 

大
阪
府
営
業
時
間
短
縮
協
力
金 

申
請
期
間
（
予
定
） 

2
月
8
日
（
月
）
～
3
月
22
日
（
月
）（
郵
送
当
日
消
印
有
効
） 

 

申
請
方
法 

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請 

も
し
く
は 

郵
送
（
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
ラ
イ
ト
）
に
よ
る
受
付 

 

必
要
書
類 

支
給
申
請
書
（
様
式
1
）、
支
給
要
件
確
認
書
（
様
式
2
） 

誓
約
・
同
意
書
（
様
式
3
） 

飲
食
店
営
業
許
可
証
又
は
喫
茶
店
営
業
許
可
証
の
写
し 

写
真
等 

①
店
舗
名
（
屋
号
）
が
わ
か
る
店
舗
の
外
観
の
写
真
（
店
舗
の
実
態

が
確
認
で
き
る
も
の
） 

②
休
業
・
営
業
時
間
短
縮
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
写
真
等 

③
大
阪
府
「
感
染
防
止
宣
言
ス
テ
ッ
カ
ー
」
を
掲
示
し
て
い
る
写
真 

事
業
所
得
の
分
か
る
確
定
申
告
書
の
写
し 

本
人
確
認
書
類
の
写
し
（
法
人
の
場
合
は
代
表
者
） 

振
込
先
確
認
書
類  

 

郵
送
申
請
に
使
う
申
請
書
に
つ
い
て 

申
請
書
が
必
要
な
方
は
民
商
事
務
所
ま
で
お
越
し
い
た
だ
く
か
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
相
談
事
例 

休
業
要
請
支
援
金
・
要
請
外
支
援
金
の
受
付
番
号
を
入
力
し
な
い
と

次
に
進
め
な
い
。 

協
力
金
Ｈ
Ｐ
に
よ
る
と
受
付
番
号
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
【
tel:

０
６‐

６
２
１
０‐

９
５
２
５
】
に
問
い
合
わ
せ
て

ほ
し
い
と
の
こ
と
で
す
。 

休
業
要
請
支
援
金
な
ど
の
受
付
番
号
や
営
業
許
可
の
番
号
を
何
度
入

力
し
て
も
エ
ラ
ー
に
な
る
。 

Ｐ
Ｃ
・
ス
マ
ホ
な
ど
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
数
字
の
文
字
は
【
全
角
】

と
【
半
角
】
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
数
字
の
入
力
は
【
全
角
】（
幅

の
広
い
数
字
）
で
入
力
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 


